
＜2026 年度＞ 

第２回 福島県女子市町村対抗ゴルフ大会・プレ大会競技規定 

Ｗomen’s Golf Now 
 

主  催 ： 福島県ゴルフ連盟支配人会 
後  援 ： 福島県・（公財）福島県スポーツ協会・福島民友新聞社               
開 催 日 ： 2026 年 10 月 1 日（木） 
開催場所 ： 矢吹ゴルフ倶楽部 〒969-0262 西白河郡矢吹町松房 314 

TEL：0248-44-3886 ・ FAX：0248-44-3877 
 

1．ゴルフ規則     ： 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のロ－カルルールを適用する。 
2．競技委員会の裁定： 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員 

会の裁定は最終である。 
3．プレーの条件    ： 18 ホール・ストロークプレー（セルフプレー） 
4．チームの編成    ： １チーム 3 名編成とする。 
5．順位の決定      ： チーム 3 名の合計スコアが少ないチームを上位とする。 

               従って、1 名でも失格者が出た場合は、チームも失格となる。（但し、個人賞は対象）         

              なお、スコア合計がタイの場合は、チームのベストスコアの良い方を上位とする。 
以下この順に従い、次位のスコアを比較して順位を決定する。更に決定できない場合 
は、チーム最高齢者の比較で高齢者上位とする。 
個人のタイは、全てマッチング・スコアカード方式により順位を決定する。 

   (注) 荒天時の場合の競技成立及び順位の決定は、ブロック支配人会が定める。 
6．クラブと球   ： 適合ドライバーヘッドリスト(ローカルルールひな型 G-1)を適用する。 

このローカルルールに違反したクラブでストロークを行ったことに対する罰：失格  
          ： 溝とパンチマークの仕様(ローカルルールひな型 G-2)を適用する。 

 このローカルルールに違反したクラブでストロークを行ったことに対する罰：失格 
          ： 適合球リスト(ローカルルールひな型 G-3)を適用する。 
             このローカルルールに違反して最新のリストに掲載されていない球でストローク  

を行ったことに対する罰：失格 
7．キャディー    ： 正規のラウンド中、プレーヤーのキャディー使用は禁止する。 

このローカルルールの違反の罰：「ローカルルールひな型 H-1.1」を適用する。 
8．競技終了時点    ： 競技委員長が成績表を確認した時点をもって終了したものとみなす。 
9．参加資格        ： 参加選手は福島県内市町村に居住の女性とする。但し、参加選手 3 名のうち 1 名は、 

隣接する市町村に現に居住する者を認める。 
           ＊なお、暴力団並びに暴力的不法行為を行う恐れのない者とする。 

10．参加申込みの要領 
(1) チーム編成数 ： 市町村の人口割によるチーム編成は行わない。 
(2) 選手の変更   ： 競技当日までに選手の変更が生じた場合は、競技当日の午前 6 時 40 分までに、書面で必

ず登録しなければならない。但し、組合せのスタート順序の変更は認めない。 
   (3) 参加申込み   ： 参加申込みは、福島県ゴルフ連盟加盟倶楽部に備え付けた所定の申込書によって、  

参加料（現金）を添えて同加盟クラブに申し込むこと。 
(4) 申込開始日   ： 2026 年 7 月 1 日（水）午前 10 時から申込を受け付ける。 
(5) 申込締切日   ： 2026 年 9 月 1 日（火）午後 5 時必着 

＊締切り後の申込みは、理由の如何を問わず受け付けない。 
(6) 参加料       ： 1 チ－ム １２,０００円（パーティー代込） 

(注) ・プレー代は参加者各自負担とする。 
＊申込締切前に出場を辞退した場合、参加料は返金するが、申込締切後の出場辞 

退は参加料を返金しない。  
11．表彰            ： 団体賞 ・ 第 1 位～第 5 位まで 
               個人賞 ・ 第 1 位～第 5 位まで 
            ＊団体、個人賞とも優勝、準優勝及び 5 位までに賞品を授与するとともに、他の参加 

者全員に参加賞を用意する。 



12．代表者会議      ： 原則、開催しない。 
13．組合せ及びスタ ： 申込み締切後、決定次第、開催コースがチーム代表者に組合せ表を郵送する。 

ート時刻 
14．個人情報に関する： 参加者は、参加申込みに際し、主催者が取得する参加申込者の個人情報を主催者の目 

同意事項      的の範囲内で他に提供（公表）することについて、予め同意することを要する。             
15．肖像権に関する  ： 参加者は、参加申込みに際し、各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物（適 

同意事項     正範囲の編集物に限る）にかかる競技者の肖像権を、本競技に関して主催者の目的に 
         反しない範囲で利用するために主催者に譲渡することを、予め承諾することを要する。 

16．服装規定    ： プレーヤーは参加にあたり、主催者や開催コースより、服装規定やその他遵守すべき 
規定の通知があった場合はそれに従うこと。 

福島県ゴルフ連盟支配人会 
 

  


